


妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した別紙１

地域魅力発信強化業務委託　仕様書（案）

１．目的
地域のこし協力隊をインフルエンサーとして活用し、隊員自身の目線で感じた妙高市の魅力を、SNSや当市の広報媒体を通じて全国に発信することで、当市の認知度向上や魅力向上、ファンの獲得につなげる。
この取組を実施するために、地域おこし協力隊の募集、選考、配置及び着任後の活動支援等を一体的に行い、隊員の発信力向上及び活動の効果最大化を図ることを目的として委託するものである。

２．事業の概要
（１）事業名
妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した地域魅力発信強化業務委託
（２）事業内容
地域おこし協力隊１名の配置及び隊員の活動に関する伴走支援
（３）事業実施拠点（活動拠点）
妙高市ほか
（４）実施期間
契約締結の日から令和９年３月３１日までとする。
（５）地域のこし協力隊の活用
①募集人員：１名
②形　　態：妙高市と任用関係のない委嘱とする。
③委嘱期間：委嘱日（令和８年８月１日を予定）から令和９年３月３１日まで（勤務成績が良好な場合は１年を超えない範囲で更新。最大３年間）
※委嘱時期については、本業務の受託者決定後協議のうえ決定する。
④勤 務 地：妙高市内
⑤求める人材像：
　・「地域おこし協力隊推進要綱」（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。）の対象となる方で、特別交付税措置に係る地域要件確認表の適用対象を満たし、任期中に妙高市内に住民票を異動することができる方
　・地域住民や関係団体等と協力・連携し、その活動を通じて地域ににぎわいや活力を生み出し、市内外へ波及できる方
　・任期終了後も地域に定住・定着し、継続的に活動する意思がある方


（６）委託料の上限
・受託者は、地域おこし協力隊の活動に要する経費及び隊員の募集等に要する経費について、本委託料の範囲内で負担するものとする。
・委託料の上限は３１９．７万円を限度とし、対象とする経費の詳細は別表のとおり。なお、パソコンについては、令和９年１月３１日まで市から貸与するものとする。
・なお、８月1日を越えて地域のこし協力隊員を任用する場合にあっては、任用を開始した日を基準日として月割・日割により計算した額を上限額とし、任用期間の中途で地域のこし協力隊員が任期終了する場合にあっては、任期を終了した日を基準日として月割・日割により計算した額を上限額とする。
【別表】
	◆1人あたりの隊員の活動に要する経費（上限308.2万円）

	
	報償費
（上限179.6万円）
	隊員の人件費

	
	その他経費
（上限128.6万円）
	活動に必要な事務経費、旅費、消耗品、研修費、隊員の住居費など

	◆地域のこし協力隊の募集等に要する経費（上限11.5万円）



３．委託業務の内容
当市は本事業における地域おこし協力隊と任用関係を持たず、地域おこし協力隊としての業務を委嘱する。そのため、地域のこし協力隊の募集、選考、配置、活動支援、労務管理等一切の業務を受託者が実施する。
（１）計画準備
受託者は、本委託契約締結後、速やかに当市と打ち合わせを行い、下記の各事項を記載した書類を作成し、当市に提出するものとする。
ア 業務実施体制
イ 業務実施計画（スケジュール等）
ウ その他、必要と認められる事項
（２）隊員の募集、採用事務及び雇用
受託者は、隊員を募集する場合は当市と連携し、下記の各業務を行うものとする。
ア 受託者は、市と連携しながら、隊員の募集広報を実施すること。
イ 受託者は、市と連携しながら、隊員の選考審査を実施すること。
ウ 受託者は、選考審査の結果、採用候補者として決定した者を雇用すること。なお、地域おこし協力隊の委嘱は市が行う。
（３）隊員の指導管理、支援等に関する業務
受託者は、当市と常に密接な連絡を取り合い、円滑に業務を遂行できるよう、下記の各業務を行うものとする。
ア 隊員の活動進捗管理
イ 隊員が活動を円滑に進めるための指導及び調整
ウ 隊員が地域で生活するための支援
エ 隊員が地域住民と良好な関係性を構築するための支援
オ 活動終了後の定住に向けた支援
カ その他、隊員が行う活動に関して必要な業務
（４）隊員の活動
地域のこし協力隊が、自らの視点や体験を通じて感じた当市の魅力をSNS等のソーシャルメディアや市が運営する公式SNSを活用して全国に発信するものとする。
【インフルエンサー活動】
ア 地域のこし協力隊が自ら発信するSNSアカウントで、日常の活動や暮らしの中で感じた当市の魅力、地域の人や取組等を発信すること。
イ 当市が主催又は共催等するイベントに参加し、当市の魅力をPRするとともに、これ以外にも当市を効果的に発信できる機会には積極的に参加し、情報発信を行うこと。
ウ 当市が運営する公式SNSと連携し、投稿内容の共有や相互拡散を行うことで、情報の到達範囲や発信効果を高めること。
エ フォロワーとのリアルな場を通じて双方向コミュニケーションを図り、当市への親近感や関心を高めること。
オ その他、インフルエンサー活動に関して必要な業務
【市政情報等の発信】
　カ 市が提供する市政情報（市報みょうこう、プレスリリース資料等）の中から、SNSでの発信に適した内容を選定し、市と協議のうえ、市公式SNSを活用して情報発信を行うこと。なお、イベントや団体の取り組み等は、取材や写真撮影、記事編集を行い、市公式SNSで情報発信を行うこと。
　キ 動画の制作及び配信を行うこと。制作する動画は、妙高市内で撮影された映像を用いたものとする。当市が有する地域資源や様々な魅力を効果的に発信できるものを制作すること。制作にあたっては、市と協議すること。
ク 隊員が活用するSNSと連携し、投稿内容の共有や相互拡散を行うことで、情報の到達範囲や発信効果を高めること。
　ケ その他、市政情報等の発信に関して必要な業務
【効果の検証】
フォロワー数やリーチ数等のデータ解析を行い、解析結果に基づいて課題を抽出した上で、記事内容や配信方法を改善し、フォロワー数やリーチ数等の増加を図るものとする。
（５）打ち合わせ
　　　当市と定期的な打ち合わせを月に１回程度行い、打ち合わせ以外においても随時、電話やメール等で連絡調整等のやり取りを行うものとする。

４．活動報告及び事業実施結果報告書
受託者は、毎月の業務完了後、隊員の活動内容及びその支援状況等について、活動報告書を作成し（いずれも任意様式による）、翌月１０日までに当市へ提出すること。なお、委託事業完了後、速やかに事業実施報告書及び収支報告書（証明書類を含む）を作成し提出すること。

５．支払方法
支払いは月ごとに行うこととし、各月の活動報告書を提出し検査合格後、受託者の請求に基づき支払う。なお、委託事業完了後に精算を行い、実績額が委託料を下回った場合はその差額を市に返納しなければならない。
６．その他留意事項
（１）本業務は、推進要綱に基づき実施するものであり、同要綱の趣旨及び規定を踏まえ、適正かつ効果的に委託業務を実施するものとする。
（２）本業務において作成した写真、イラスト、デザイン等の成果物に関する著作権は、原則として制作・撮影を行った受託者に帰属するものとする。ただし、市は当該成果物を、期間の定めなく無償で、市の広報活動（市報、公式ホームページ、SNS、各種印刷物等）等において使用、複製、掲載、加工等できるものとする。
（３）受託者は、本業務の実施に当たり、労働法令、その他本業務に関連する法令、条例等を遵守しなければならない。
（４）受託者は、業務の遂行にあたり個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び妙高市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年妙高市条例第３４号）を遵守し、取得した個人情報の取り扱いに最大限の注意を払うこと。
（５）受託者は、あらかじめ市の書面による承認を受けた場合を除き、業務を第三者に再委託してはならない。
（６）受託者は、個人情報、秘密と指定した事項及び業務の履行に際して知り得た情報を第三者に漏らし、または不当な目的で利用してはならない。契約終了後も同様とする。また、本業務により活動する隊員及び隊員であった者に対しても、同様に秘密を保持するための処置を講じなければならない。
（７）業務の履行にあたり疑義が生じた事項又は本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、市と受託者が協議して定めるものとする。
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